
埋　蔵　文　化　財　保　護　の　手　引　き　

1　試掘調査の実施

　事業計画地が次の（1）～（3）のいずれかに該当する場合は、計画地内に埋蔵文化財が包蔵されている
可能性が高いことから、「文京区埋蔵文化財取扱要綱」に基づき、試掘調査の実施を指導してい
ます。【資料2】

（１）文化財保護法第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地内の土地
（２）対象敷地面積が1,000㎡以上の土地
（３）周知の埋蔵文化財包蔵地に近接（10ｍ以内）している土地

2　試掘調査の方法

　試掘調査は、計画地における埋蔵文化財の有無とその埋蔵状態（範囲・包蔵量等）を把握するため
に行います。調査は、埋蔵文化財担当職員が立ち会います。

調査方法：主に機械力による表土掘削→人力による遺構等の検出作業→写真・図面等で記録→試
　　　　　掘報告書の作成

調査面積：対象地の総面積の概ね5％を調査。基本的な試掘坑の大きさは2m×5mですが、対象
　　　　　地の現状・形状・面積等によって変わります。

深　　さ：原則として、関東ローム層の上面まで。
※関東ローム層の現地表面からの深さは1.5ｍ前後。ただし、深いところでは2～3ｍ以上に及ぶこともあり、
　また、浅いところでは0.5ｍ以下でも確認されます。
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区内で建築・土木工事等を計画されている場合

　事業計画地が文化財保護法 第93条で定める周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）に該当している
場合、計画規模の大小に関わらず工事着手の60日前までに届出が必要となります。【資料1】

　ただし、上記に該当する計画でも、工事の規模や内容、周辺の調査事例等により、工事中の立会や
慎重工事を指導する場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。【資料2　第3条4・5】

埋蔵文化財保護事務の流れ
建築・土木工事の計画地における埋蔵文化財に関する照会

　埋蔵文化財照会 受付票

計画地が周知の埋蔵文化財
包蔵地（遺跡）に該当している。

周知の遺跡に近接（10ｍ以内）
している。または、敷地面積が
1, 000㎡以上である。

周知遺跡外であり、また、計画
地周辺に遺跡が存在せず、かつ、
敷地面積が1,000㎡未満である。

東京都教育委員会が判断して通知

慎重工事 立　会　　　試　掘

慎重に工事
を施工

工事中の
立会の実施

試掘調査の
実施

遺跡なし 遺跡あり

　試　掘　
　立　会　

 

東京都教育委員会が判断して通知

発掘調査 立　会

協　　　議

発掘作業（記録保存）開始

発掘作業終了／整理作業開始

工事中の立会
の実施

※協定書を締結し、調査
機関が発掘調査届出を
提出
文化財保護法第92条

【資料１】

※重要な遺跡等が検出された
場合は、現状保存となることも
ある

文化財保護法【資料1】
第96・97条

回 　 答 回 　 答 回 　 答

 

東京都教育委員会の判断に準じて
文京区教育委員会が指導

試掘調査実施 工事中の立会

遺跡発見 遺跡なし

工　事　施　工

工事中の遺跡の発見

文京区教育委員会へ連絡
※人骨が発見された場合は、
　所轄の警察署へも連絡

工　　　　　　　　事　　　　　　　　施　　　　　　　　工　

※遺跡の調査の立会や、実施方法等については遺跡の立地
　条件や過去の土地利用状況、予定される工事計画の内容
　によって取扱が異なります。詳細につきましては、必ず下記
　担当窓口にてご確認下さい。

 

　 埋 蔵 文 化 財 保 護 の 手 引 き
編集・発行：文京区教育委員会

※お問い合わせ先

文化財保護係　TEL 03（3812）7111（代表）
　　　　　　　TEL 03（5803）1305（直通）
　　　　　　　FAX 03（5803）1366
　　　　　　令和５年４月
　　　　　　　

　　文京区印刷物番号 L0122067
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文京区教育委員会教育推進部教育総務課
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文化財保護法【資料1】第93条・94条
（※工事着手60日前までに提出）

文京区埋蔵文化財取扱要綱【資料2】第３条

「遺跡発見の届出・通知」の提出
▼  

「埋蔵文化財届出・通知」の提出

　文京区内で建築・土木工事等を計画されている場合、その事業計画地における埋蔵文化財の有無
及びその取扱いに関する照会をお願いしています。
　照会の受け付けは、文京区教育委員会 教育推進部 教育総務課 文化財保護係（窓口・FAX・
メールのいずれか）にて行います。

文化財保護法に基づく届出について

試掘調査の実施について
「土地発掘承諾書」の提出（任意）


